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生活情報クイズ選特集

今回は日常生活の中で知っておくと便利な情報・ヒントを厳選し
三択のクイズ形式で特集してみました。頭の体操も兼ねて気軽に
お楽しみください。

Q1.『契約』に関して適切なも
のは次のうちどれでしょう。

1．契約は口約束では成立
せず、契約書に署名、印鑑
を押すことで成立する。

2．契約の成立後において
も、相手が同意をすれば解
約できる。

3．１８歳以上になれば親の
同意なく、契約が可能である。

Q2.連帯保証人と保証人
のうち、債権者に対し借
金した本人から先に返還
請求することを要請でき
るのはどちらでしょう。

1．連帯保証人

2．保証人

3．どちらもできる

Q3.亡くなった父親の自
筆証書遺言を見つけたと
き、その内容等を確認す
る検認が必要となります
が、それを受ける場所は
次のうちどこでしょう。

1．市区町村役場

2．法務局

3．家庭裁判所

Q4.借金や相続などに関
するトラブルの解決に必
要な情報やサービスの提
供を行う団体の名称は次
のうちどれでしょう。

1．国民生活センター

2．日本司法支援センター
（愛称：法テラス）

3．消費者庁

Q5.認知症等により物事
を判断する能力が十分で
なくなった人をサポートす
る制度を何と言いますか。
次の中から選んでくださ
い。

1．成年後見制度

2．介護保険制度

3．自立支援制度

Q6.介護保険の給付を受
けるためにはその必要性
や程度の認定を受けなけ
ればなりませんが、その
申請先は次のうちどこで
しょう。

1．市区町村

2．都道府県

3．厚生労働省

Q7.金融機関が破綻した
場合に、預金保護の対象
とならない預金は次のう
ちどれでしょう。

1．普通預金

2．定期預金

3．外貨預金

Q8.分散投資の記述とし
て、適切なものは次のう
ちどれでしょう。

1．分散投資をすることでよ
り多くのリターンを得られる。

2．分散投資は資産の額な
どにかかわらず、一律に方
法が決まっている。

3．分散投資を行うことで、
ある程度のリスク軽減を図る
ことができる。

Q9.火災保険のみでは補
償されない損害は次のう
ちどれでしょう。

1．落雷による損害

2．ガス爆発などの破裂・
爆発による損害

3．地震による損害

Q10.次の医療費につい
て、公的保険が適用され
ず全額自己負担となるの
はどれでしょう。

1．休日の深夜（午後１０時
以降）に受けた診察費

2．先進医療の技術費

3．医師による訪問診療費

解答は裏面
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当事務所の安心ポイント

⚫ 初回のご相談無料

⚫ 見積書の事前提示

⚫ 分割支払い応相談

みなさん、何問正解できま

したか？８問以上なら優秀、

６問以上なら合格です。

このような知識は普段の

生活で意識するだけでも

自然と身につくものです。

新聞でもＴＶでも常にアン

テナを張り巡らせましょう。

No. 正解 解説＆アドバイス

1 2
ただし、違約金や損害金を支払う場合もありますのでご注意ください。１.については契約書の有

無は必要条件ではありませんが、トラブル防止のため作成することをお勧めします。３．について
未成年者の契約には原則親の同意が必要で、同意なき契約は取り消しすることができます。

2 2
通常の保証人には返還請求してきた債権者に対し「先に債務者本人に請求してください。」という
権利がありますが、連帯保証人にはそれがなく債務者本人と同等の返還義務を負います。連帯
保証人になることは非常に重い責任を負うこととなりますので細心の注意が必要です。

3 3
検認とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせると同時に、その内容を明確にして偽造・変
造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きでありませんのでご注意く
ださい。なお公正証書遺言ではこの検認は不要なのですぐに手続きに移ることができます。

4 2
お金や人間関係のトラブルに見舞われたとき、その相談窓口になってくれるのが「法テラス」です。
幅広い分野にわたって情報提供を行っていますので、問題が複雑にならないうちにこちらの専門
家に相談すると良いでしょう。なお、連絡先はホームページ等でご確認ください。

5 1
この制度には法定後見と任意後見があり、前者では家庭裁判所への選任申し立て、後者では
事前に公正証書による契約が必要です。それぞれにメリット・デメリットがありますので詳細につ
いては専門家に相談のうえご活用ください。

6 1
健康保険とは違い、事前に要介護認定が必要です。認定を受けた人はケアマネージャーにケア
プランを作成してもらい、その後サービスの利用が開始となります。自己負担割合は利用額の１
～３割ですが、介護度による限度額を超えた分は全額自己負担となります。

7 3
預金保護の対象になるのは国内に本店のある金融機関の普通預金、定期預金、定期積金など
です。海外に本店をもつ銀行の預金や、国内の銀行でも外貨預金などは対象外ですのでご注意
ください。なお保護金額は1金融機関につき元本1,000万円とその利息までです。

8 3
資金を分散させることで、インフレや円高・円安などの経済変化時でも資産の目減りを防ぐことが
できます。単に投資先を分散させるだけでなく、購入の時期をずらしたり複数の通貨へ振り分け
たりすることなども有効な手段です。詳しくは専門家に相談しましょう。

9 3
地震による損害は火災保険では補償されず、地震保険に加入する必要があります。その場合、
地震保険のみに加入することはできず、火災保険と地震保険セットで加入することになります。
保険料は建物の種類・都道府県により異なりますので確認のうえご契約ください。

10 2
がんの粒子線治療のような先進医療技術には健康保険が適用されず、また「高額療養費制度」
の対象外となるため全額が自己負担となります。資金面で不安な方は民間の医療保険の特約
等で準備すると良いでしょう。

問題は表面


